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（内部統制を担当する理事）

⑤調査実施の検討

琉球大学公益通報者保護規程に基づく公益通報の運用フロー（概略）
※標準的な流れを示すものであり事案によっては変わることもあります。

①通報 ②-1報告

③受付通知

相談

学長

研究活動上の不正行為
公的研究費不正使事案
・研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程
・公的研究費の不正に係る調査の手続等に関する取扱規程

②-2報告

研究担当事務部
（研究推進課長代理）

別
の
相
談
窓
口
等
の
紹
介

研究を担当する理事

ハラスメント事案

・ハラスメント防止対策に関する規則

ハラスメント相談支援センター
（専門相談員） ﾊﾗｽﾒﾝﾄを担当する理事

通報の対象となる法令違反の
事実以外（苦情等） 対象部署

監 査室

指
導
・
助
言

④資料提出

⑥調査実施の
有無の通知 従事者・

調査協力者
（臨時的対応従事者）

⑧
調
査
指
示

⑦
調
査
チ
ー
ム
等
の
設
置

調査対象部局等
⑨調査

⑩調査結果報告

⑪調査結果の
通知

⑫是正措置

⑬是正確認

⑭是正措置
の結果報告

⑭是正措置の
結果通知

被通報者

関係行政機関
⑮必要に応じ当該調査及び是正措置等報告監事

報
告

指
示

別の相談窓口等の紹介・・・通報又は相談の内容を伺い，通報の対象となる法令違反と言い難い場合は、本学の別の
窓口を紹介することがあります。
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